
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 地域交流センター飲料用自動販売機 

設置場所貸付 

（制限付一般競争入札） 
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１ 趣旨・目的 

  清水町では、町有財産の有効活用を図るため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の

４第２項第４号の規定に基づき、庁舎等の一部を賃借して自動販売機を設置するため、運営す

る事業者を募集し、制限付一般競争入札によって設置事業者を決定します。 

 

２ 貸付物件 

物件

番号 
施設名称 設置場所 

貸付面積 

幅(mm)×奥行(mm) 
販売種目 貸付期間 

7-4 

清水町 

地域交流 

センター 

地域交流センター内 

（休憩コーナー北側） 

3.72㎡(幅3,640mm×

奥行1,022mm、自販

機・回収ボックス） 

缶・ペット

ボトル等 

Ｒ８.４.1 から 

Ｒ11.３.31まで 

※ 貸付物件の詳細は、各物件番号の「物件調書」で確認してください。 

 

３ 入札参加資格 

  令和７・８年度清水町物品調達等入札参加資格に係る認定を受けている者又は本件のみに認

める物品調達等入札参加資格申請資料を提出し入札参加資格が認められる者で、次に掲げる条

件を全て満たしていることについて確認を受けたものであること。 

 ⑴ 法人の場合は、静岡県内に本店、支店又は営業所等を有し、個人の場合は、清水町内に居

住し、業を営んでいること。 

 ⑵ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。 

⑶ 自動販売機の設置業務（自ら管理し、及び運営するものに限る。）について、平成29年度 

以降に国、静岡県又は静岡県内の地方公共団体の庁舎、施設等に自動販売機の設置実績を有 

していること。 

⑷ 国、県及び町税を滞納していないこと。 

⑸ 次のいずれにも該当しないこと。 

  ア 清水町暴力団排除条例（平成24年条例第16号）第２条第２項に規定する暴力団員等及び

暴力団員等と密接な関係を有する者並びに法人その他の団体の役員（業務を執行する社員、

取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係

を有する者であると認められる場合 

  イ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）に基づく

処分を受け、若しくは過去に受けたことがある団体及びその代表者、主宰者又はその構成

員 

  ウ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者（更

生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除

く。） 

  エ 入札参加資格申請書を清水町が指定する期日までに提出しなかった者 



 

 

４ 契約条件 

⑴ 契約の概要 

本件は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の４第２項第４号の規定に基づく行

政財産の貸付契約とします。 

⑵ 貸付期間 

貸付期間は貸付期間開始日から３年間（36か月間）とし、貸付期間の更新は、認めない

ものとします。詳細については各物件番号の「物件調書」で確認してください。 

⑶ 貸付物件の用途 

貸付物件は、「自動販売機設置運営事業」の専用用途に供すること。 

⑷ 貸付の制限 

  次に掲げる行為はできません。違反した場合は、契約解除の事由となります。 

ア 貸付物件を専用用途以外の用途で使用すること。 

イ 貸付物件に建物又は工作物を設置すること。 

ウ 貸付物件を第三者に転貸し、又はこれに類する行為をすること。 

エ 本契約の権利を第三者に譲渡し、又はこれに類する行為をすること。 

⑸ 貸付物件の引渡し及び返還 

貸付物件は、貸付期間の初日に引き渡します。貸付期間終了日までに、清水町の承諾があ

る場合を除き、引渡日と同じ状態に原状回復し、返還してください。 

⑹ 自動販売機の仕様 

ア 省電力、ノンフロン対応等の環境に十分配慮したものであること。 

イ 500円硬貨及び1,000円紙幣が使用できること。 

ウ その他物件調書により指定がある場合は、それに従うこと。 

⑺ 自動販売機の販売品 

ア 販売品目 

販売品は、清涼飲料水とし、酒類の販売は行わないこと。ただし、貸付人の了承を得た

場合は、飲料以外の物品等を販売することができる。 

イ 販売価格 

標準的な小売価格（定価）以下とすること。 

 ⑻ 自動販売機の設置 

ア 自動販売機の設置は、貸付期間内に行うものとし、日程については、事前に施設の所管

課と協議し、決定すること。 

イ 自動販売機の設置に当たって安全性に問題がないか、据付面を十分に確認し、施設に負

担のかからない方法で、転倒防止及び耐震対策をすること。 

ウ 電気工事を必要とする場合は、施設の所管課の承諾を得た上で工事を実施すること。 

エ 自動販売機の設置が完了したときは、速やかに施設の所管課に報告し、確認検査を受け、

施設管理上支障があると認められる場合は、指示に従い、速やかに是正すること。 



 

 

 ⑼ 維持管理 

ア 商品の補充、金銭管理などの維持管理については、設置者が行うこと。また、商品の賞

味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 

イ 販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを指定場所に設置し、

設置者の責任で適切に回収及びリサイクルをして衛生的に良好な状態を保つこと。 

ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令の遵守及び徹底を図るとともに、関係機

関への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。 

エ 自動販売機の苦情、故障、不具合などの問い合わせ及び事故等による損害は、設置者の

責任において対応するものとします。また、問合せの連絡先を自動販売機に明記すること。 

 ⑽ 貸付料 

   貸付料は、物件番号ごとに入札により決定した金額に消費税及び地方消費税に相当する金 

額（落札金額の100分の10に相当する額）を加算した金額を月額貸付料とします。 

   貸付期間中の貸付料総額は、次の計算式により算定します。 

貸付料総額 ＝ 月額貸付料×貸付月数 

 ⑾ 必要経費 

ア 自動販売機及び容器回収ボックスの設置並びに撤去、原状回復等に要する工事費、移転

費、維持管理費等にかかる一切の費用は、設置者の負担とします。 

イ 電気使用料については、設置者の負担とします。また、電気使用量を計るための子メー

ターについても設置者が設置するものとします。 

 ⑿ 売上報告書の提出 

   貸付物件に係る自動販売機の売上状況（売上本数及び売上金額）は、１か月ごとに取りま 

とめ、翌月の10日までに売上報告書を提出してください。 

 ⒀ 災害時対応 

災害発生時に自動販売機の飲料を無償で町民に提供することを前提とした機器とします。 

災害発生時において清水町が飲料の提供を必要とした場合には、自動販売機から取り出され

た商品の取扱いは無償とし、災害対応型の機種であることを自動販売機に表示してください。 

また、別途、清水町と「災害時における飲料の提供協力に関する協定」を締結してくださ 

い。 

   なお、飲料以外の販売品についても、災害時には無償提供の対応を考えておりますが、販

売する品目により対応できない可能性があるため、協議の上決定いたします。 

 

５ 清水町物品調達等入札参加資格審査申請書 

 ⑴ 申請方法 

  ア 提出方法 郵送又は持参とします。 

  イ 受付期間 令和８年１月15日（木） 午前10時から 

令和８年１月29日（木） 午後１時まで 



 

 

（土、日曜日及び祝日を除く。なお、郵送による提出の場合は、受付期間終

了日前日の消印まで有効とします。） 

  ウ 提 出 先 〒411-8650 

    郵 送 先 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の１ 

         清水町役場 総務課 財務係 宛て 

  エ 郵送方法 封筒の表面左下に朱書きで「資格審査申請書類在中」と明記し、110円切手を

貼付した返信用封筒に返信先の住所、申請者(法人)名等を記載したものを同

封してください。 

  オ 資格期間 本件のみの参加資格とします。 

⑵ 申請様式及び資料等 

ア 申請書様式については、清水町ホームページに掲載されている入札資格審査申請関係か

ら令和８・９年度清水町物品調達等の様式の年度を修正し提出すること。 

イ 申請資料については、提出書類一覧を確認し、必要な資料を提出すること。 

ウ 申請に必要な証明書等については、発行後３か月以内のものとすること。 

 

６ 入札参加資格確認申請書の配布 

⑴ 配布期間 

入札参加資格申請書 令和８年１月15日(木)から令和８年２月６日(金)まで 

⑵ 配布場所 清水町ホームページからダウンロードしてください。 

 

７ 入札参加資格の申請 

⑴ 本入札の希望参加者は、次により入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び

入札参加資格確認資料（以下「資料」という。）を作成の上、提出してください。 

  ア 申込期間  令和８年１月15日（木）午前10時から 

令和８年２月６日（金）午後１時まで 

（土、日曜日及び祝日を除く。なお、郵送による提出の場合は、受付期間

終了日前日の消印まで有効とします。） 

イ 申 込 先  清水町役場本館３階 総務課財務係 

ウ 申込方法  郵送又は持参とします。 

⑵ 申請書は、別記様式第１号により作成してください。 

⑶ 資料は、次により作成してください。なお、イの自動販売機の設置実績は、令和２年度以

降に自動販売機の設置が完了しているものに限り記載してください。 

ア 清水町物品調達等入札参加資格の認定を受けていることを証する書面として、「令和７・

８年度清水町入札参加資格申請書又は本案件により得た受付票（物品調達等）」の写しを添

付すること。 

イ 自動販売機の設置実績は、別記様式第２号により作成すること。 



 

 

ウ 上記７⑶イの自動販売機の設置実績として記載した内容に係る契約書の写し等の証する

ものを提出すること。 

⑷ その他 

ア 申請書及び資料の作成並びに申込みに係る費用は、提出者の負担とします。 

イ 入札執行者は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で

使用しません。 

ウ 提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めません。 

エ 提出された申請書及び資料は、返却しません。 

オ 提出された申請書及び資料は、公表しません。 

カ 申請書及び資料に用いる言語は日本語とします。 

 

８ 入札参加資格の確認 

⑴ 入札参加資格の確認結果は、令和８年２月20日（金）に郵送にて通知します。 

⑵ 入札参加資格がないと認められた者は、次に掲げるところによりその理由の説明を求める

ことができます。 

ア 請求期限 令和８年２月24日（火）午後４時まで 

イ 請求方法 清水町役場本館３階 総務課財務係に書面で請求してください。 

ウ 回 答 日 令和８年２月27日（金）に書面にて回答します。 

 

９ 設計図書等に係る質疑回答 

⑴ 質疑期間 令和８年２月26日（木）まで 

⑵ 質疑方法 持参、郵送又はＦＡＸにより行うこと。ただし、郵送又はＦＡＸにより質問を

行う場合は、電話でその旨を連絡してください。   

⑶ 回 答 日 令和８年２月27日（金）まで（回答作成後に随時回答します。） 

⑷ 回答方法 清水町ホームページにより回答します。 

 

10 入札方法等 

⑴ 入札書提出・開札日時 令和８年３月５日（木）午前10時 

⑵ 入 札 書 記 載 金 額 消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるか  

を問わず、消費税及び地方消費税に係る金額を抜いた月額を入札

書に記載してください。 

⑶ 開 札 場 所 清水町役場本館３階 大会議室 

⑷ 入 札 方 法  

  ア 入札書（別記様式第４号）により作成し、封印の上、表面に「入札番号、何々件名入札

書在中」と明記し、裏面に入札者の住所及び氏名を記載して公告に示した日時及び場所に

おいて提出してください。 



 

 

  イ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参してください。 

  ウ 入札書の提出について、郵送は認められません。 

  エ 入札者が１者であっても、入札の執行を行います。 

⑸ 入札回数は２回までとします。 

 

11 入札の無効 

  入札心得書第８条各号の入札の無効事由に該当しないよう、注意してください。 

 

12 落札者の決定 

  入札日時に速やかに開札します。落札者の決定は、清水町が事前に定めた最低貸付料（月額）

以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最高の価格を入札した者を落札者とします。 

 

13 契約の締結 

  落札者は、落札の通知を受けた日から起算して７日以内に、契約書を作成して契約を締結し

てください。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することがで

きます。 

 

14 貸付料の納付 

  貸付料は、年度ごとに清水町が発行する納入通知書により、清水町が指定する期日までに指

定する金融機関の口座に納入してください。 

 

15 必要経費（電気料）の納付 

  自動販売機に係る電気料金は、設置者が設置した計測用子メーターにより清水町が使用電気

量を確認した上で、毎年の使用料金を算定します。使用料金は、年度ごとに清水町が発行する

納入通知書により、清水町が指定する期日までに指定する金融機関の口座に納入してください。 

 

16 その他 

 ⑴ 入札参加者は、入札執行公告、入札心得書及び募集要項を熟読し、参加してください。 

⑵ 契約手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

⑶ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止を行うことがあります。 

⑷ その他詳細不明の点については、静岡県清水町総務課財務係（電話番号055-981-8237）に

照会してください。 


